
【 歳 入 】

【 歳 出 】 地方消費税（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

459,627 220,251 111,248 0 19,955 108,173

24,468 0 4,672 9,356 1,626 8,814

602,782 225,363 95,432 29,603 39,306 213,078

61,663 26,223 3,006 300 5,005 27,129

1,148,540 471,837 214,358 39,259 65,892 357,194

285,679 11,268 5,634 0 41,859 226,918

317,989 0 44,755 0 42,553 230,681

153,493 15,418 52,646 0 13,305 72,124

757,161 26,686 103,035 0 97,717 529,723

2,990 0 232 1,608 179 971

110,143 38,864 991 15,340 8,558 46,390

14,208 3,046 571 2,958 1,189 6,444

13,268 0 611 48 1,964 10,645

83,160 0 29,708 31,365 3,440 18,647

36,344 0 189 6 5,630 30,519

260,113 41,910 32,302 51,325 20,960 113,616

2,165,814 540,433 349,695 90,584 184,569 1,000,533

※各事業の地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額は、各事業費の一般財源額で按分

地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化について（令和４年度当初予算）

　令和４年度上郡町一般会計当初予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 184,569 千円

1,185,102 千円

財源内訳

特定財源 一般財源

　平成26年４月１日から消費税率（国・地方）が５％から８％に、令和元年10月１日から10%に引き上げられたことに伴い、地方
消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

区分 事業名 令和４年度
予算額

国庫支出金 県支出金 その他 地方消費税交
付金（社会保
障財源化分）

その他

障害者福祉事業

高齢者福祉事業

子ども・子育て事業

その他福祉事業

小計

介護保険事業

後期高齢者医療事
業

国民健康保険事業

小計

健康増進事業

予防対策事業

母子保健事業

地域医療対策事業

医療費助成事業

その他保健衛生

小計

合計

社会福祉

社会保険

保健衛生


